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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) 売上高には、消費税は含まれておりません。 

  

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 8,450 8,847 8,381 18,119 18,966

経常利益 (百万円) 557 716 717 1,407 1,811

中間(当期)純利益 (百万円) 308 452 404 720 34

純資産額 (百万円) 7,200 7,887 8,752 7,532 7,432

総資産額 (百万円) 16,016 16,163 16,937 16,425 15,895

１株当たり純資産額 (円) 588.13 645.73 665.76 616.63 606.70

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 25.17 37.13 32.06 57.67 1.82

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 25.09 36.51 31.55 57.44 1.79

自己資本比率 (％) 45.0 48.8 51.7 45.9 46.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 826 17 △70 2,581 1,246

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △174 △340 △218 △418 △1,402

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △188 △843 1,147 △1,094 △1,169

現金及び現金同等物 
の中間(期末)残高 

(百万円) 1,875 1,316 2,023 2,478 1,157

従業員数 
〔外、平均臨時 
従業員数〕 

(名) 
667 

〔101〕

710

〔76〕

782

〔65〕

652 

〔108〕

725

〔120〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益又は当期純損失」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 8,428 8,778 8,253 18,069 18,848

経常利益 (百万円) 472 626 642 1,204 1,538

中間(当期)純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) 269 409 411 622 △114

資本金 (百万円) 3,029 3,029 3,529 3,029 3,029

発行済株式総数 (千株) 12,600 12,600 13,462 12,600 12,600

純資産額 (百万円) 7,007 7,624 8,356 7,317 7,049

総資産額 (百万円) 15,734 15,835 16,404 16,120 15,496

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 3.00 5.00 10.00 10.00 15.00

自己資本比率 (％) 44.5 48.1 50.9 45.4 45.5

従業員数 
〔外、平均臨時 
従業員数〕 

(名) 
395 

〔79〕

376

〔76〕

376

〔65〕

377 

〔80〕

379

〔75〕



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の子会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はあり

ません。 

当中間連結会計期間において、照明器具及び省エネ商材のレンタルを行う子会社イーシームズ株式会社を本年７月

に設立しました。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに連結子会社となりました。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就

業人員数であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

４ 従業員の増員は、主に連結子会社における採用によるものであります。 

５ 全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係については良好であります。 

名称 住所 
資本金又は 
出資金 
（百万円） 

主要な事業の
内容 

議決権の
所有割合 
（％） 

関係内容 

イーシームズ 
株式会社 

大阪市 
西区 

100 
照明器具及び
省エネ商材の 
レンタル 

100.0

当社製品及び商品を仕入れ顧客へレン
タル 
役員６名のうち当社役員４名、当社従
業員２名 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

照明器具関連事業 
721 
〔48〕 

家具関連事業 
36 
〔15〕 

全社(共通) 
25 
〔2〕 

合計 
782 
〔65〕 

従業員数(名) 
376 
〔65〕 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、原油価格の高騰により鋼材等原材料価格が上昇するなど景気の先行

きが懸念される状況もありましたが、企業収益の拡大に伴う設備投資の増加や所得の改善による個人消費の回復に

より、景気は概ね堅調に推移しました 

このような状況の下で、当社グループは会社価値を高めるために環境を重視した高効率照明器具や省エネルギー

に対応した新製品開発とともに顧客満足の向上に取り組んでまいりました。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は83億81百万円（前年同期比5.3％減）、経常利益は7億17百万円（前年

同期比0.2％増）、中間純利益は4億4百万円（前年同期比10.6％減）となりました。 

  

 各事業分野別の状況は下記のとおりであります。 

① 照明器具関連事業 

商業用施設照明につきましては、業界全体としては引き続き厳しい状況でありました。このような厳しい状況

に対処するため、積極的な提案営業の展開とベストビジネスパートナー（重点顧客）との関係強化に取り組んで

まいりました。また、流通店舗向けに消費電力削減や環境改善を目的とした独自機器を開発し、本年７月に子会

社“イーシームズ株式会社”を設立し、新製品を柱としたレンタル事業をスタートしました。 

本年９月には活性化してきたアミューズメント市場向けにカタログを発刊し、パチンコ等娯楽施設向け営業強

化に取り組んでおります。 

売上高は一部の商業施設の設備投資が縮小し、前年を若干下廻る結果となりましたが、前述のような新製品開

発と営業展開から下半期においては新しいニーズの掘り起こしが行えるものと判断しています。 

子会社であるENDO Lighting (THAILAND) Public CO., LTD.においては、生産管理の強化、品質向上の推進とコ

ストダウンにより、採算が向上し、順調に推移しております。また、中国上海市近郊にある昆山恩都照明有限公

司も本年７月より照明器具の生産を開始しております。 

このような状況のもと、当中間連結会計期間の売上高は79億11百万円（前年同期比0.8％減）、営業利益は14億

4百万円（前年同期比7.6％減）となりました。 

② 家具関連事業 

家具関連事業のうち、家具販売については、事業構造転換を図る為に小売からの段階的撤退を図っておりま

す。１１月にはオリジナル製品を多数掲載した家具カタログを発刊し照明事業の顧客を中心に販売促進活動を実

施する予定です。なお、照明器具と家具のショールームを7月に東京青山に開設、ショールームを活用した販売に

取り組んでおります。 

一方、システム収納家具は、主な製造をタイの子会社に移管しコストダウンに取り組んだ結果、適正利潤を得

た受注活動が順調に行われるように改善しましたが、受注物件の殆どが来期以降の引渡しとなるために当期の業

績寄与には至っておりません。 

このような状況のもと、当中間連結会計期間の売上高は4億70百万円（前年同期比46.2％減）、営業損失は2億

23百万円（前年同期営業損失3億44百万円）となりました。 

  

なお、所在地別セグメントの業績につきましては、全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％

を超えているため、記載を省略しております。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、新株予約権付社債発行による収入等により前連結会計年度

末に比べ8億66百万円増加し、当中間連結会計期間末には20億23百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により減少したキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等により70百万円(前年同期は17百万円の増加)

となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により使用したキャッシュ・フローは、ショールーム新設による支出等により2億18百万円となり、前年

同期に比べ1億22百万円減少しました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により増加したキャッシュ・フローは新株予約権付社債発行等により11億47百万円(前年同期は8億43百

万円の減少)となりました。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は製造原価によっております。 

３ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社グループは主に需要予測に基づく見込生産方式を採用しているため、該当事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主要な販売先(総販売実績に対する割合が10％以上)に該当するものはありません。 

３ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

照明器具関連事業 1,340 112.1 

家具関連事業 50 55.6 

合計 1,390 108.1 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

照明器具関連事業 7,911 99.2 

家具関連事業 470 53.8 

合計 8,381 94.7 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間に発生した事業上及び財務上の対処すべき課題の重要な変更及び新たに生じた課題は下記の通

りであります。 

(1) 重要な変更 

該当事項はありません。 

(2) 新たに生じた課題 

①今期に設立いたしましたイーシームズ株式会社（レンタル事業）を発展・推進いたします。 

②東京青山に照明及び家具のショールームを開設いたしました。今後、ショールームを活用した販売促進を推

進いたします。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  



５ 【研究開発活動】 

当社グループは、照明（光）は人々の文化的生活や生産活動を支え、明るく豊かな社会をつくる上で最も重要なエ

レメントであると考えています。 

また、一方で、多くの資源やエネルギーを消費し地球温暖化を促進する問題を抱えていますので、省エネルギー機

器や高効率な照明器具の開発を重点的に進めることが当社グループの社会的責任と認識し、「より少ない資源やエネ

ルギーで、より高付加価値な空間を創造する」を基本方針に掲げ、光源、器具、照明設計の三つの条件をバランスよ

く研究開発することで省資源、省電力、快適環境創造が実現可能と考えて積極的に研究開発に取り組んでおります。 

当中間連結会計期間の研究開発活動につきましては、照明技術研究所の企画開発部・コア技術開発部および子会社

である昆山恩都照明有限公司並びにENDO Lighting(THAILAND) Public Co.,LTD.の開発部門が相互に連携、連動し

ながら開発活動を展開いたしました。 

なお、当中間連結会計期間における当社グループ全体の研究開発費の総額は84百万円であり、当該金額には当社の

研究開発部門の人件費及び諸経費65百万円が含まれております。 

また、家具関連事業の研究開発費(当中間連結会計期間２百万円)の割合は極少であるため、家具関連事業の記載は

省略しております。 

当社グループの照明器具関連事業の研究開発活動は、次の通りであります。 

  

コア技術分野 

ＬＥＤを応用した高効率なレンズ、インバータ並びに反射板の開発に重点的に取り組みました。 

具体的には、アミューズメント向け演出用器具並びに海外販売強化に伴う海外向けテクニカル系器具とアウトドア

器具用の高効率反射板を多数開発しました。 

  

照明器具分野 

建築分野向けテクニカル照明器具開発 

前期に引き続き、中国、昆山恩都照明有限公司がメインに製造担当する世界の高付加価値建築物件向けに埋め込み

型ダウンライト並びにスポットライトなどの開発に取り組みました。 

また，36期発刊予定の総合カタログ掲載用シャンデリア、ブラケット、シーリングライト、スポットライト、ダウ

ンライトなど時流に適合した機能、デザインを備えた新製品の開発に取り組みました。 

  

アウトドア用照明器具の開発 

36期発刊予定の総合カタログ掲載用の高効率、高機能屋外用ブラケット並びに屋外用投光器の開発に取り組んでい

ます。 

  

アミューズメント分野照明器具 

ＬＥＤ光源を応用した様々な演出用器具などを多数開発し、アミューズメント市場向けの専用カタログを９月に発

刊しました。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

当中間連結会計期間に以下の設備を取得いたしました。 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の合計であります。 

   ２ 上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

(2) 国内子会社及び在外子会社 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、重要な変更はありません。 

(2) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおりであり

ます。 

(注) 上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

(3) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。 

(4) 重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。 

事業所 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 
帳簿価額(百万円)

従業員数
(名) 建物及び 

構築物 
機械装置及び
運搬具 

土地
(面積㎡) その他 合計 

青山ショール
ーム 
(東京都港区) 

照明器具関連
事業 
家具関連事業 

青山ショール
ーム内装費用 129 ― ― 18 148 17 

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメント 
の名称 

設備の
内容 投資額(百万円) 完成年月 完成後の増加能力 

㈱遠藤照明 青山ショールーム 
(東京都港区) 

照明器具 
関連事業 
家具 
関連事業 

青山ショールーム
内装費用 160 平成17年７月 ― 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 35,800,000

計 35,800,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月26日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 13,462,068 13,462,068
大阪証券取引所
市場第二部 

完全議決権株式であり、権利

内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式 

計 13,462,068 13,462,068 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

 新株予約権 

当社は商法第280条ノ20並びに商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げる。 

  

株主総会の特別決議日(平成14年６月27日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数 182個(注)１ 164個(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 182,000株 164,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり338円(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～
平成19年６月25日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合 
の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 338円
資本組入額 169円

同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割り当てを受
けた者は、権利行使時におい
ても、当社または当社の子会
社の取締役もしくは従業員、
または監査役の地位にあるこ
とを要する。 
 新株予約権行使日の前日の
大阪証券取引所(当社が他の証
券取引所に上場した場合は主
要な取引所。)における当社普
通株式普通取引の終値が、１
株当たりの払込金額を10％以
上上回っていること。 
 その他の条件は、本総会及
び新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予
約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約」に定める
ところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その
他の処分を認めない。 

同左 

調整後払込金額＝調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げる。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加額は、新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。 

  

株主総会の特別決議日(平成15年６月27日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数 80個(注)１ 80個(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 80,000株 80,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり425円(注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日～
平成20年６月25日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合 
の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 425円
資本組入額 213円

同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割り当てを受
けた者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役の地位に
あることを要する。 
 新株予約権行使日の前日の
大阪証券取引所(当社が他の証
券取引所に上場した場合は主
要な取引所。)における当社普
通株式普通取引の終値が、１
株当たりの払込金額を10％以
上上回っていること。 
 その他の条件は、本総会及
び新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予
約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約」に定める
ところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その
他の処分を認めない。 

同左 

調整後払込金額＝調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年 
７月12日、７月13日 

862 13,462 499 3,529 500 2,169



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 

２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

   日本マスタートラスト信託銀行株式会社      820千株 

   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社    474千株 

３ 下記の法人から大量保有報告書の写しの送付を受けておりますが、当社としては、当中間会計期間末現在における実質所

有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には反映しておりません。 

  

(大量保有報告書の内容) 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

遠 藤 良 三 奈良県奈良市西大寺新池町４番40号 2,610 19.38

有限会社遠藤興産 奈良県奈良市西大寺新池町４番40号 1,000 7.42

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 820 6.09

遠 藤 正 子 奈良県奈良市西大寺新池町４番40号 676 5.02

ビービーエイチフォー 
フィディリティージャパン 
スモールカンパニーファンド 
(常任代理人  
 株式会社東京三菱銀行) 

40  WATER  STREET,BOSTON  MA  02109 
U.S.A 
(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号) 

523 3.88

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 474 3.52

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 405 3.00

遠藤照明従業員持株会 大阪市西区西本町１丁目２番17号 396 2.94

ザチェースマンハッタンバンク
エヌエイロンドンエスエルオム
ニバスアカウント 
(常任代理人 みずほコーポレ 
 ート銀行兜町証券決済業務室) 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON 
EC2P 2HD,ENGLAND 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

378 2.80

株式会社アーバン 奈良県奈良市西大寺新池町４番40号 372 2.76

計 ― 7,655 56.87

氏名又は名称 住所 提出日 
報告義務
発生日 

所有株式数(千株)
発行済株式総数 
に対する所有 
株式数割合(％) 

フィデリティ 
投信株式会社 

東京都港区虎ノ門
四丁目３番１号 

平成17年
10月14日 

平成17年
９月30日 

1,022 7.59 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注)  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,000株(議決権7個)含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

(注) 上記の他、株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が3,000株(議決権３個)あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

315,000 
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

13,067,000 
13,067 同上 

単元未満株式 
普通株式 

80,068 
― 同上 

発行済株式総数 13,462,068 ― ― 

総株主の議決権 ― 13,067 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社遠藤照明 

大阪市西区西本町１丁目
２番17号 

315,000 ― 315,000 2.34

計 ― 315,000 ― 315,000 2.34



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

（1）退任役員 

  

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 970 1,240 1,258 1,450 1,420 1,350

最低(円) 851 865 1,048 1,232 1,182 1,230

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 インテリア事業部長 平石 博 平成17年８月22日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項の

ただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただ

し書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の

中間財務諸表について、太陽監査法人により中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

 １ 現金及び預金    1,750 2,028   1,390 

 ２ 受取手形及び売掛金    3,905 3,578   3,646 

 ３ たな卸資産    4,301 4,160   3,680 

 ４ 繰延税金資産    306 406   528 

 ５ その他 ※２  356 486   561 

   貸倒引当金    △19 △17   △22 

   流動資産合計    10,601 65.6 10,642 62.8   9,785 61.6

Ⅱ 固定資産          

 (1) 有形固定資産          

  １ 建物及び構築物 ※１ 3,657   3,426 3,283   

    減価償却累計額   2,293 1,363 2,409 1,017 2,364 918 

  ２ 機械装置及び 
    運搬具   1,119   1,014 1,152   

    減価償却累計額   849 269 805 209 896 256 

  ３ 土地 ※１  2,592 2,870   2,869 

  ４ 建設仮勘定    258 306   296 

  ５ その他   800   808 853   

    減価償却累計額   635 164 613 194 678 174 

   有形固定資産合計    4,649 28.8 4,598 27.2   4,515 28.4

 (2) 無形固定資産          

  １ ソフトウェア    195 164   177 

  ２ 電話加入権    23 22   23 

  ３ 土地使用権    － 89   － 

   無形固定資産合計    218 1.3 276 1.6   201 1.3

 (3) 投資その他の資産          

  １ 投資有価証券    79 115   89 

  ２ 繰延税金資産    58 650   624 

  ３ その他    661 882   815 

    貸倒引当金    △105 △228   △136 

   投資その他の 
   資産合計    694 4.3 1,419 8.4   1,393 8.7

   固定資産合計    5,562 34.4 6,294 37.2   6,110 38.4

   資産合計    16,163 100.0 16,937 100.0   15,895 100.0

           



  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

 １ 支払手形及び買掛金    3,217 2,764   2,873 

 ２ 短期借入金 ※１  708 912   912 

 ３ １年以内返済予定 
   長期借入金 ※１  1,329 1,247   1,303 

 ４ １年以内償還 
   予定社債    92 92   92 

 ５ 未払法人税等    222 280   570 

 ６ 賞与引当金    273 250   381 

 ７ その他    766 645   725 

   流動負債合計    6,609 40.9 6,193 36.6   6,857 43.1

Ⅱ 固定負債          

 １ 社債    438 346   392 

 ２ 長期借入金 ※１  969 945   568 

 ３ 退職給付引当金    108 163   132 

 ４ 役員退職慰労引当金    － 349   341 

 ５ その他    47 58   51 

   固定負債合計    1,562 9.7 1,863 11.0   1,486 9.4

   負債合計    8,172 50.6 8,056 47.6   8,344 52.5

(少数株主持分)          

  少数株主持分    103 0.6 128 0.7   118 0.7

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    3,029 18.7 3,529 20.8   3,029 19.1

Ⅱ 資本剰余金    1,670 10.3 2,171 12.8   1,670 10.5

Ⅲ 利益剰余金    3,437 21.3 3,227 19.1   2,957 18.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    24 0.2 46 0.3   30 0.2

Ⅴ 為替換算調整勘定    △151 △0.9 △118 △0.7   △137 △0.9

Ⅵ 自己株式    △121 △0.8 △104 △0.6   △117 △0.7

   資本合計    7,887 48.8 8,752 51.7   7,432 46.8

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計    16,163 100.0 16,937 100.0   15,895 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    8,847 100.0 8,381 100.0   18,966 100.0

Ⅱ 売上原価    4,727 53.4 4,394 52.4   10,379 54.7

   売上総利益    4,120 46.6 3,987 47.6   8,587 45.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  3,331 37.7 3,197 38.2   6,619 34.9

   営業利益    789 8.9 789 9.4   1,968 10.4

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息及び配当金   0   2 1   

 ２ 仕入割引   7   7 16   

 ３ 賃貸収入   19   16 39   

 ４ 為替差益   2   18 10   

 ５ その他   30 60 0.7 36 80 1.0 48 116 0.6

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息   27   23 50   

 ２ 売上割引   94   97 197   

 ３ 社債発行費   ―   15 ―   

 ４ 新株発行費   ―   8 ―   

 ５ その他   11 133 1.5 7 152 1.8 26 273 1.4

   経常利益    716 8.1 717 8.6   1,811 9.6

Ⅵ 特別利益          

 １ 包括的長期為替予約 
   評価益   ―   91 ―   

 ２ 貸倒引当金戻入益   7   ― ―   

 ３ その他   ― 7 0.1 0 91 1.1 ― ― ―

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産除売却損 ※２ 1   11 3   

 ２ 減損損失 ※３ ―   49 ―   

 ３ 役員退職慰労金   22   ― 22   

 ４ 役員退職慰労引当金 
   繰入額   ―   ― 326   

 ５ 非事業用固定資産 
   評価損 ※５ ―   ― 675   

 ６ 家具事業構造転換損 
   失 ※４ ―   ― 569   

 ７ 陳腐化棚卸資産 
   評価損   ―   ― 97   

 ８ 包括的長期為替予約 
   評価損   ―   ― 97   

 ９ その他   1 26 0.3 3 64 0.8 1 1,793 9.5

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益    697 7.9 745 8.9   18 0.1



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

   法人税、住民税 
   及び事業税   163   240 682   

   法人税等調整額   72 236 2.7 86 326 3.9 △719 △37 △0.2

   少数株主利益    
(減算) 

8 0.1
(減算)
13

0.2   
(減算) 
21 0.1

   中間(当期)純利益    452 5.1 404 4.8   34 0.2

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,669 1,670   1,669

Ⅱ 資本剰余金増加高     

  新株予約権付社債の新株予 
  約権の権利行使による増加 

― 500 ― 

  自己株式処分差益 0 0 0 500 0 0

Ⅲ 資本剰余金中間 
  期末(期末)残高 

  1,670 2,171   1,670

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   3,084 2,957   3,084

Ⅱ 利益剰余金増加高     

   中間(当期)純利益 452 452 404 404 34 34

Ⅲ 利益剰余金減少高     

   配当金 85 122 146 

   役員賞与 15 100 12 134 15 161

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  3,437 3,227   2,957

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間 
  (当期)純利益 

 697 745 18

２ 減価償却費  175 165 380

３ 減損損失  ― 49 ―

４ 貸倒引当金の増減額 
  (△は減少) 

 △7 94 41

５ 賞与引当金の増減額 
  (△は減少) 

 △189 △130 △81

６ 退職給付引当金の増減額 
  (△は減少) 

 25 30 49

７ 役員退職慰労引当金 
  の増減額（△は減少） 

 ― 7 341

８ 受取利息及び受取配当金  △0 △2 △1

９ 支払利息  27 23 50

10 為替換算差額  △3 ― ―

11 社債発行費  ― 15 ―

12 固定資産除売却損  1 11 3

13 固定資産評価損  ― ― 1,038

14 包括的長期為替予約 
  評価損益（△は評価益） 

 ― △91 97

15 売上債権の増減額 
  (△は増加) 

 122 67 178

16 棚卸資産の増減額 
  (△は増加) 

 △830 △477 △196

17 破産更生債権の増減額 
  (△は増加) 

 11 △98 ―

18 仕入債務の増減額 
  (△は減少) 

 522 △108 176

19 未払消費税の増減額 
  (△は減少) 

 △89 17 △89

20 未払金の増減額 
  (△は減少) 

 △96 48 △113

21 役員賞与の支払額  △15 △12 △15

22 その他  9 91 △94

    小計  359 449 1,783

23 利息及び配当金の受取額  0 2 1

24 利息の支払額  △25 △23 △50

25 法人税等の支払額  △317 △498 △489

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 17 △70 1,246



  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金の増減額 
  (△は増加) 

 △0 228 100

２ 有形固定資産の 
  取得による支出 

 △291 △463 △1,313

３ 無形固定資産の 
  取得による支出 

 △14 △14 △111

４ 貸付金の回収による収入  1 ― 1

５ その他  △36 31 △79

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △340 △218 △1,402

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の増減額 
  (△は減少) 

 △149 0 54

２ 長期借入金による収入  ― 1,020 350

３ 長期借入金の 
  返済による支出 

 △565 △699 △1,342

４ 社債償還による支出  △46 △46 △92

５ 新株予約権付社債 
  の発行による収入 

 ― 984 ―

６ 自己株式処分による収入  9 19 14

７ 自己株式取得による支出  △2 △5 △3

８ 配当金の支払額  △85 △122 △146

９ 少数株主への配当金支払額  △4 △4 △4

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △843 1,147 △1,169

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額 

 5 7 4

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額(△は減少) 

 △1,161 866 △1,320

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 2,478 1,157 2,478

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 1,316 2,023 1,157



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

子会社は下記の２社であり

全て連結しております。 

(1) ENDO LIGHTING  

  (THAILAND) PUBLIC  

  CO., LTD. 

(2) 昆山恩都照明有限公司 

子会社は下記の３社であり

全て連結しております。 

(1) ENDO LIGHTING  

  (THAILAND) PUBLIC  

  CO., LTD. 

(2) 昆山恩都照明有限公司 

(3) イーシームズ株式会社 

  イーシームズ株式会社

は、当中間連結会計期

間において新たに設立

したため、連結の範囲

に含めております。 

子会社は下記の２社であり

全て連結しております。 

(1) ENDO LIGHTING  

  (THAILAND) PUBLIC  

  CO., LTD. 

(2) 昆山恩都照明有限公司 

２ 持分法の適用に関

する事項 

該当事項はありません。 同左 同左 

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項 

ENDO LIGHTING (THAILAND) 

PUBLIC CO., LTD.の中間決

算日は中間連結決算日と一

致しております。 

昆山恩都照明有限公司の中

間決算日は６月30日であり

ます。 

中間連結財務諸表の作成に

あたっては、同日現在の中

間財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連

結上必要な調整を行ってお

ります。 

ENDO LIGHTING (THAILAND) 

PUBLIC CO., LTD.及びイー

シームズ株式会社の中間決

算日は中間連結決算日と一

致しております。 

昆山恩都照明有限公司の中

間決算日は６月30日であり

ます。 

中間連結財務諸表の作成に

あたっては、同日現在の中

間財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連

結上必要な調整を行ってお

ります。 

ENDO LIGHTING (THAILAND) 

PUBLIC CO., LTD.の決算日

は連結決算日と一致してお

ります。 

昆山恩都照明有限公司の決

算日は12月31日でありま

す。 

連結財務諸表の作成にあた

っては、同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調

整を行っております。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 (イ)有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間連結会計期間

末日の市場価格等

に基づく時価法

(評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は、移動平均法に

より算定)を採用

しております。 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 (イ)有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 (イ)有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    連結会計年度末日

の市場価格等に基

づく時価法(評価

差額は全部資本直

入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定)を採用してお

ります。 

     時価のないもの 

    移動平均法による

原価法を採用して

おります。 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   (ロ) 

――― 

 (ロ)デリバティブ取引に

より生じる債権債務 

    時価法 

 (ロ)デリバティブ取引に

より生じる債権債務 

    時価法 

   (ハ)たな卸資産 

   原材料・製品・商品 

    主として移動平均

法による原価法を

採用しておりま

す。 

 (ハ)たな卸資産 

   原材料・製品・商品 

同左 

  

  

  

 (ハ)たな卸資産 

   原材料・製品・商品 

同左 

  

  

  

     未成工事支出金 

    個別法による原価

法を採用しており

ます。 

   貯蔵品 

    個別法による原価

法を採用しており

ます。 

   未成工事支出金 

同左 

  

  

   貯蔵品 

同左 

   未成工事支出金 

同左 

  

  

   貯蔵品 

同左 

  (2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法 

 (イ)有形固定資産 

   当社は定率法(ただ

し、平成10年４月１

日以降に取得した建

物(建物附属設備は

除く)については定

額法)を採用し、在

外連結子会社は定額

法を採用しておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。 

   建物及び構築物 

５～50年 

   機械装置及び運搬具 

５～15年 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法 

 (イ)有形固定資産 

   当社及び国内連結子

会社は定率法(ただ

し、平成10年４月１

日以降に取得した建

物(建物附属設備は

除く)については定

額法)を採用し、在

外連結子会社は定額

法を採用しておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。 

   建物及び構築物 

５～50年 

   機械装置及び運搬具 

５～15年 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却方法 

 (イ)有形固定資産 

   当社は定率法(ただ

し、平成10年４月１

日以降に取得した建

物(建物附属設備は

除く)については定

額法)を採用し、在

外連結子会社は定額

法を採用しておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。 

   建物及び構築物 

５～50年 

   機械装置及び運搬具 

５～15年 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   (ロ)無形固定資産 

   自社利用のソフトウ

ェアについて、当社

においては社内にお

ける利用可能期間

(２年～５年)に基づ

く定額法を採用し、

在外連結子会社は定

額法(償却年数10年)

を採用しておりま

す。 

 (ロ)無形固定資産 

当社及び国内連結子

会社は定額法を採用

し、在外連結子会社

は所在地国の会計基

準に基づく定額法を

採用しております。 

なお、当社及び国内

連結子会社の自社利

用のソフトウェアに

ついては、社内にお

ける利用可能期間

（５年）に基づいて

おります。 

 (ロ)無形固定資産 

   自社利用のソフトウ

ェアについて、当社

においては社内にお

ける利用可能期間

(２年～５年)に基づ

く定額法を採用し、

在外連結子会社は定

額法(償却年数10年)

を採用しておりま

す。 

  (3) 重要な引当金の計上基
準 

  (イ)貸倒引当金 
   債権の貸倒による損

失に備えるため、一
般債権については貸
倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の
債権については、個
別に回収可能性を検
討し、回収不能見込
額を計上しておりま
す。 

(3) 重要な引当金の計上基
準 

  (イ)貸倒引当金 
同左 

(3) 重要な引当金の計上基
準 

  (イ)貸倒引当金 
同左 

    (ロ)賞与引当金 
   従業員に対して支給

する賞与の支出に充
てるため、当中間連
結会計期間に対応す
る賞与支給見込額を
計上しております。 

 (ロ)賞与引当金
同左 

 (ロ)賞与引当金 
   従業員に対して支給

する賞与の支出に充
てるため、当連結会
計年度に対応する賞
与支給見込額を計上
しております。 

    (ハ)退職給付引当金 
   従業員の退職給付に

備えるため、当連結
会計年度末における
退職給付債務及び年
金資産の見込額に基
づき、当中間連結会
計期間末において発
生していると認めら
れる額を計上してお
ります。 
なお、会計基準変更
時差異については、
15年による按分額を
収益計上しておりま
す。 
また、数理計算上の
差異は、その発生時
の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定
の年数(５年)による
按分額(定額法)をそ
れぞれ発生の翌事業
年度から費用処理し
ております。 

(ハ)退職給付引当金
同左 

 (ハ)退職給付引当金 
   従業員の退職給付に

備えるため、当連結
会計年度末における
退職給付債務及び年
金資産の見込額に基
づき、当事業年度末
において発生してい
ると認められる額を
計上しております。 
なお、会計基準変更
時差異については、
15年による按分額を
収益計上しておりま
す。 
また、数理計算上の
差異は、その発生時
の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定
の年数(５年)による
按分額(定額法)をそ
れぞれ発生の翌事業
年度から費用処理し
ております。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   (ニ) 
――― 

(ニ)役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、規程

に基づく当中間連結会

計期間末の要支給額を

計上しております。 

  (追加情報) 

  役員退職慰労引当金

は、従来支出時の費用

として処理しておりま

したが、前連結会計年

度の下期より規程に基

づく期末要支給額を役

員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更

しました。 

   従って、前中間連結

会計期間は従来の方法

によっており、当中間

連結会計期間と同一の

方法を採用した場合と

比べ、前中間連結会計

期間の営業利益及び経

常利益が７百万円、税

金等調整前中間純利益

が333百万円それぞれ

多く計上されておりま

す。 

  

(ニ)役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、規程

に基づく当連結会計年

度末の要支給額を計上

しております。 

(会計処理の変更) 

   役員退職慰労金は、

従来支出時の費用とし

て処理しておりました

が、当連結会計年度よ

り規程に基づき期末要

支給額を引当金計上す

ることといたしまし

た。 

   この変更は当連結会

計年度において、従

来、役員規程に定める

役員退職慰労金の内容

を見直し新たに役員退

職慰労金規程を新設し

たことと、役員退職慰

労引当金の計上が会計

慣行として定着しつつ

あることに鑑み、役員

退職慰労金を役員の在

任期間にわたり費用配

分することで期間損益

の適正化及び財務体質

の健全化を図るための

ものであります。 

   この変更に伴い、当

連結会計年度発生額15

百万円は販売費及び一

般管理費に計上し、過

年度負担額326百万円

は特別損失に計上して

おります。この結果、

従来と同一の方法によ

った場合に比べ営業利

益及び経常利益は15百

万円、税金等調整前当

期純利益は341百万円

それぞれ少なく計上さ

れております。 

   また、当該会計処理

の変更が下期に行われ

たのは、規程の見直し

及び新設が当下期に実

施されたためでありま

す。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産及び負債並

びに収益及び費用は、

中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株

主持分及び資本の部に

おける為替換算調整勘

定に含めて計上してお

ります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

同左 

   従って、当中間連結

会計期間は従来の方法

によっており、新設さ

れた規程に基づいて当

連結会計年度と同一の

会計処理を行なった場

合、当中間連結財務諸

表において役員退職慰

労引当金が333百万円

計上されるため、変更

後の方法によった場合

に比べ営業利益及び経

常利益は7百万円、税

金等調整前中間純利益

は333百万円それぞれ

多く計上されておりま

す。 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

  外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は損益と

して処理しておりま

す。なお、在外子会社

等の資産及び負債並び

に収益及び費用は、決

算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分

及び資本の部における

為替換算調整勘定に含

めて計上しておりま

す。 

  (5) 重要なリース取引の処

理方法 

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ております。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 (イ)ヘッジ会計の方法 

   為替予約が付された

外貨建予定取引につ

いては繰延ヘッジ処

理を行っており、金

利スワップについて

は全て特例処理の要

件を満たすため特例

処理を行っておりま

す。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 (イ)ヘッジ会計の方法 

   金利スワップはすべ

て特例処理の要件を

満たすため、特例処

理を行っておりま

す。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 (イ)ヘッジ会計の方法 

   金利スワップはすべ

て特例処理の要件を

満たすため、特例処

理を行っておりま

す。 

   (ロ)ヘッジ手段とヘッジ

対象 

   ヘッジ手段 

    為替予約及び金利

スワップ 

   ヘッジ対象 

    外貨建予定取引及

び借入金 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ

対象 

   ヘッジ手段 

    金利スワップ 

   ヘッジ対象 

    借入金 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ

対象 

   ヘッジ手段 

    金利スワップ 

   ヘッジ対象 

    借入金 

   (ハ)ヘッジ方針 

   当社の社内規定であ

る「職務権限及び稟

議規定」に基づき決

裁を受け、為替変

動、金利変動リスク

をヘッジしておりま

す。 

 (ハ)ヘッジ方針 

   当社の社内規定であ

る「職務権限及び稟

議規定」に基づき決

裁を受け、金利変動

リスクをヘッジして

おります。 

 (ハ)ヘッジ方針 

   当社の社内規定であ

る「職務権限及び稟

議規定」に基づき決

裁を受け、金利変動

リスクをヘッジして

おります。 

   (ニ)ヘッジ有効性評価の

方法 

   ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累

計を比較し、両者の

変動額等を基礎にし

て判断しておりま

す。 

   ただし、特例処理に

よっている金利スワ

ップについては、有

効性の評価を省略し

ております。 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の

方法 

   金利スワップは特例

処理によっているた

め、有効性の評価を

省略しております。 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の

方法 

   金利スワップは特例

処理によっているた

め、有効性の評価を

省略しております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

   消費税の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

   消費税の会計処理 

同左 

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

   消費税の会計処理 

同左 

５ 中間連結(連結)キ

ャッシュ・フロー

計算書における資

金の範囲 

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。 

同左 同左 



会計処理の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会平

成14年8月9日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第6

号）を適用しております。これによ

り税金等調整前中間純利益は49百万

円減少しております。なお、減損損

失累計額については、改正後の中間

連結財務諸表規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。 

  

――― 



追加情報 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(法人事業税における外形標準課税

部分の連結損益計算書上の表示方

法) 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間期から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割

及び資本割14百万円を販売費及び一

般管理費として処理しております。 

――― (法人事業税における外形標準課税

部分の連結損益計算書上の表示方

法) 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当連結会計年度から同実務対

応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割31百万円を販売費

及び一般管理費として処理しており

ます。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が31百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益

が、31百万円減少しております。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 担保に供している資産及び対

応債務 

担保提供資産 

建物 719百万円

土地 2,292 

計 3,011 

※１ 担保に供している資産及び対

応債務 

担保提供資産 

建物 467百万円

土地 1,785

計 2,253

※１ 担保に供している資産及び対

応債務 

担保提供資産 

建物 486百万円

土地 1,785 

計 2,271 

      

対応債務 

短期借入金 500百万円

１年以内 
返済予定長期 
借入金 

1,159 

長期借入金 819 

計 2,479 

対応債務 

短期借入金 670百万円

１年以内
返済予定長期 
借入金 

1,000

長期借入金 659

計 2,329

対応債務 

短期借入金 550百万円

１年以内
返済予定長期 
借入金 

1,175 

長期借入金 466 

計 2,192 

      

※２ 
――― 

※２ 
――― 

※２ 偶発債務 

手形債権流動化に伴う買戻し

義務額      203百万円 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目と金額は次の

通りであります。 

広告宣伝費 314百万円

発送配達費 407 

給与手当 925 

賞与引当金 
繰入額 

256 

退職給付費用 77 

賃借料 336 

減価償却費 111 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目と金額は次の

通りであります。 

広告宣伝費 130百万円

発送配達費 326

給与手当 912

賞与引当金
繰入額 

244

退職給付費用 78

賃借料 351

減価償却費 103

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目と金額は次の

通りであります。 

広告宣伝費 486百万円

発送配達費 830 

給与手当 2,001 

賞与引当金
繰入額 

367 

退職給付費用 142 

賃借料 673 

減価償却費 237 

※２ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。 

  除却損

工具器具及び 
備品 

1百万円

その他 0

※２ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。 

  除却損

建物及び
構築物 

4百万円

工具器具及び
備品 

7

※２ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。 

除却損  

工具器具及び 
備品 

1百万円



  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※３ 

――― 

※３ 減損損失 

  当中間連結会計期間におい

て、経常損益が過去数年に渡

って赤字となっている下記資

産グループの固定資産につい

て、49百万円の減損損失を計

上しました。 

  当社グループは、事業用資産

においては社内の管理会計上

の事業区分ごとに、また、非

事業用資産（賃貸資産、遊休

資産）においては個別物件単

位ごとにグルーピングを行っ

ております。 

  減損損失を計上した資産グル
ープの回収可能価額は正味売
却価額（零として評価）によ
り測定しております。 

区分 種類 場所
減損金額
(百万円) 

インテリア用
品(家具)販売
事業用資産 

工具器具
備品等 

東京都
江東区他 16

システム収納
家具事業用資
産 

機械装置等
タイ国サム
ットプラカ
ーン県他 

32

※３ 

――― 

※４ 

――― 

※４ 

――― 

※４ 家具事業構造転換損失は、不

振が続く家具事業について事

業内内容の構造転換を行う方

針決定を行ったことに伴う損

失であり、その内訳は次のと

おりであります。 

   棚卸資産評価損 205百万円 

   固定資産評価損 363 

※５ 

――― 

※５ 

――― 

※５ 非事業用固定資産評価損は、

当社の非事業用資産である賃

貸不動産・遊休不動産のう

ち、時価が取得価額を著しく

下回り回復の見込みがないも

のについて財務体質の健全化

を図る目的から時価まで評価

減を行ったものであり、その

内訳は次のとおりでありま

す。 

   土地      632百万円 

   建物       43 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,750百万円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△434 

現金及び 
現金同等物 

1,316 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,028百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△4

現金及び 
現金同等物 

2,023

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,390百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△233 

現金及び
現金同等物 

1,157 



(リース取引関係) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

有形固定資
産(その他) 185 112 73

無形固定資
産(ソフト 
ウェア) 

198 130 68

有形固定資
産(機械装
置及び運搬
具 

3 0 3

合計 388 243 145

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額及び中間期末残高

相当額 

  
  

取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却

累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失

累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末

残高 
相当額 
(百万円)

有形固定資

産(その他) 159 117 6 34

無形固定資

産(ソフト 
ウェア) 

152 73 - 79

有形固定資

産(機械装

置及び運搬

具) 

6 2 - 3

合計 318 193 6 118

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資
産(その他) 185 130 54

無形固定資
産(ソフト 
ウェア) 

219 127 92

有形固定資
産(機械装
置及び運搬
具) 

3 0 2

合計 409 259 149

(注) なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっており

ます。 

(注)     同左 (注) なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法によっております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

  

  

  

(注) なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法によっております。 

１年内 60百万円

１年超 85 

計 145 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

(注)     同左 

１年内 55百万円

１年超 66 

計 121 

リース資産減損勘定中間期末残

高 

3 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

  

  

  

  

(注) なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法によっ

ております。 

１年内 61百万円

１年超 87 

計 149 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 37百万円

減価償却費 
相当額 

37 

(3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び減損損失 

支払リース料 34百万円

リース資産減損

勘定の取崩額 
3 

減価償却費
相当額 

34 

減損損失 6 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 70百万円

減価償却費
相当額 

70 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ 

――― 

２ オペレーティング・リース取引 

１年内 8百万円

１年超 12 

計 21 

２ 

――― 



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 
  

(注) 当社は、時価が取得原価に比べて50％以上の下落率にある銘柄のすべて、並びに30％以上50％未満の下落率にある銘柄のう

ち過去2年間継続して30％以上の下落状態にあるものについて減損処理を行っております。 

ただし、当中間連結会計期間においては、当該事項はありません。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 
  

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 
  

(注) 当社は、時価が取得原価に比べて50％以上の下落率にある銘柄のすべて、並びに30％以上50％未満の下落率にある銘柄のう

ち過去2年間継続して30％以上の下落状態にあるものについて減損処理を行っております。 

   当中間会計期間においては、その他有価証券で時価のある株式について、１百万円減損処理を行っております。 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
  

  

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(1) その他有価証券  

  株式 35 77 41

計 35 77 41

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券 

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 1

計 1

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(1) その他有価証券  

  株式 35 113 77

計 35 113 77

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券 

  非上場株式 1

計 1



前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 
  

(注) 当社は、時価が取得原価に比べて50％以上の下落率にある銘柄のすべて、並びに30％以上50％未満の下落率にある銘柄のう

ち過去２年間継続して30％以上の下落状態にあるものについて減損処理を行っております。 

ただし、当連結会計年度においては、当該事項はありません。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 
  

  
  

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(1) その他有価証券  

  株式 36 87 51

計 36 87 51

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券 

  非上場株式 1

計 1



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

当社グループが利用しているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用されているため、記載を省略して

おります。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

    通貨関連 

  (注)１ 時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

     ２ ヘッジ会計を適用したものは、注記の対象から除いております。 

  

  当連結中間会計期間末(平成17年９月30日) 

種類 契約額等 

(百万円) 

契約額等の 

うち１年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

評価損益 

(百万円) 

(１)オプション取引       

 買建       

  米ドルコール円 

プット 

749 668 △59 △59 

        

 売建       

  米ドルプット円 

コール 

749 668 54 54 

        

(２)スワップ取引       

 受取米ドル支払円 532 474 △0 △0 

合計 2,032 1,810 △5 △5 



前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

    通貨関連 

  (注)１ 時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

     ２ ヘッジ会計を適用したものは、注記の対象から除いております。 

  当連結会計年度末(平成17年３月31日) 

種類 契約額等 

(百万円) 

契約額等の 

うち１年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

評価損益 

(百万円) 

(１)オプション取引       

 買建       

  米ドルコール円 

プット 

790 708 △98 △98 

        

 売建       

  米ドルプット円 

コール 

790 708 39 39 

        

(２)スワップ取引       

 受取米ドル支払円 562 503 △39 △39 

合計 2,143 1,921 △97 △97 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

ａ 前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで) 

  

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  製品の種類、性質、製造方法等の類似性を考慮して、照明器具(白熱灯器具・蛍光灯器具等)及び家具(システム収納家

具・インテリア用品等)に区分しております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に親会社の管理部門に係る配賦不能営業費用386百万円が含まれております。 

  

ｂ 当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで) 

  

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  製品の種類、性質、製造方法等の類似性を考慮して、照明器具(白熱灯器具・蛍光灯器具等、レンタル等)及び家具(シス

テム収納家具・インテリア用品等)に区分しております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に親会社の管理部門に係る配賦不能営業費用391百万円が含まれております。 

３ 追加情報に記載のとおり、前連結会計年度の下半期より、役員退職慰労金の会計処理を変更しております。従って前中間

連結会計期間は従来の方法によっており、当中間連結会計期間と同一の方法を採用した場合に比べ、前中間連結会計期間

の消去又は全社の営業費用は7百万円少なく計上され、営業利益は7百万円多く計上されております。 

  

  
照明器具 
関連事業 
(百万円) 

家具関連事業
(百万円) 

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高及び営業損益     

  売上高     

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,973 874 8,847 ― 8,847

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 7,973 874 8,847 (―) 8,847

  営業費用 6,453 1,218 7,672 386 8,058

  営業利益又は営業損失(△) 1,519 △344 1,175 (386) 789

  
照明器具 
関連事業 
(百万円) 

家具関連事業
(百万円) 

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高及び営業損益     

  売上高     

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,911 470 8,381 ― 8,381

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 7,911 470 8,381 (―) 8,381

  営業費用 6,506 693 7,200 391 7,592

  営業利益又は営業損失(△) 1,404 △223 1,181 (391) 789



ｃ 前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

  

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  製品の種類、性質、製造方法等の類似性を考慮して、照明器具(白熱灯器具・蛍光灯器具等)及び家具(システム収納家

具・インテリア用品等)に区分しております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に親会社の管理部門に係る配賦不能営業費用781百万円が含まれております。 

３ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、役員退職慰労金の会計処理を変更しております。この変更に伴

い、前連結会計年度と同一の基準によった場合に比べ、消去又は全社についての営業費用は15百万円多く計上されてお

り、営業利益は15百万円少なく計上されております。 

  

  
照明器具 
関連事業 
(百万円) 

家具関連事業
(百万円) 

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円) 

連結(百万円)

 売上高及び営業利益     

  売上高     

 (1) 外部顧客に対する売上高 16,910 2,056 18,966 ― 18,966

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 16,910 2,056 18,966 (―) 18,966

  営業費用 13,633 2,583 16,217 781 16,998

   営業利益又は 
   営業損失(△) 

3,276 △527 2,749 (781) 1,968



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度とも、全セグメントの売上高の合計額に占め

る日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度とも、海外売上高は連結売上高の10％未満の

ため、記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 
645円73銭

１株当たり純資産額
665円76銭

１株当たり純資産額 
606円70銭

１株当たり中間純利益 
37円13銭

１株当たり中間純利益
32円06銭

１株当たり当期純利益 
1円82銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利
益 

36円51銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利
益 

31円55銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益 

1円79銭

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 452 404 34 

普通株主に帰属しない金額(百万円)
(うち利益処分による役員賞与金 
(百万円)) 

―
  
(―) 

―

  
(―) 

12 
  
(12) 

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円) 

452 404 22 

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,198 12,622 12,210 

潜在株式調整後１株当たり中間 
(当期)純利益の算定に用いられた 
普通株式増加数(千株) 
(うち新株予約権(千株)) 

  
206 
(206) 

  
204 
(204) 

  
  
177 
(177) 



(重要な後発事象) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ―――  当社は、平成17年５月31日開催の

取締役会において、第１回無担保転

換社債型新株予約権付社債発行を決

議しました。 

１ 発行総額 

金1,000百万円 

２ 発行価額 

額面100円につき金100円 

３ 社債の利率 

利息は付さない 

４ 払込期日 

平成17年７月６日 

５ 社債の償還方法 

（１）満期償還 

平成19年６月15日（償還期

限）に本社債額面金額の

100％で償還する。 

（２）当社の選択による繰上償還 

当社は、本新株予約権付社債

の発行後、その選択により、

本新株予約権付社債の社債権

者に対して、償還すべき日の

２週間前に通知を行った上

で、残存する本社債の全部

（一部は不可）を額面100円

につき金100円で繰上償還す

ることができる。  

（３）社債権者の選択による繰上償

還 

社債権者は、転換価額が812

円（ただし、発行要項に定め

る転換価額の調整事由が生じ

た場合には、当該金額も調整

されるものとする。）以下と

なった日以降は、当社に対し

て償還すべき日の２週間前に

通知を行い、かつ当社の定め

る請求書に繰上償還を請求し

ようとする社債を表示し、請

求の年月日等を記載してこれ

に記名捺印した上、繰上償還

を請求しようとする本新株予

約権付社債を添えて償還金支

払場所に提出することによ

り、その保有する本社債の全

部または一部を額面100円に

つき金100円で繰上償還する

ことを、当社に対して請求す

る権利を有する。 

    ６ 新株予約権の内容 

（１）発行する本新株予約権の総数 

20個 

（２）本新株予約権の発行価額 

無償とする。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ――― （３）本新株予約権の目的である株
式の種類及び数  
本新株予約権の目的である株
式の種類は当社普通株式と
し、その行使請求により当社
が当社普通株式を新たに発行
またはこれに代えて当社の有
する当社普通株式を移転（以
下当社普通株式の発行または
移転を「交付」という。）す
る数は、行使請求に係る本社
債の発行価額の総額を転換価
額で除して得られる最大整数
（算出された当該最大整数を
以 下「交 付 株 式 数」と い
う。）とする。この場合に１
株未満の端数を生じたときは
これを切り捨て、現金による
調整は行わない。 

（４）本新株予約権の行使請求期間 
本新株予約権付社債の社債権
者は、平成17年７月７日から
平成19年６月14日までの間、
いつでも、本新株予約権の行
使を請求することができる。 

（５）本新株予約権の行使に際して
払込をなすべき額 
①本新株予約権１個の行使に際
して払込をなすべき額は、本
社債の発行価額と同額とす
る。 
②本新株予約権の行使に際して
払込をなすべき１株あたりの
額（以下「転換価額」とい
う。）は、当初1,160円とす
る。  
③転換価額の修正 
本新株予約権付社債の発行
後、平成17年７月22日を初回
とする毎月第４金曜日の翌取
引日以降、転換価額は、決定
日まで（当日を含む。）の５
連続取引日の株式会社大阪証
券取引所における当社普通株
式の普通取引の毎日の終値
（気配表示を含む。）の平均
値の90％に相当する金額に修
正される。なお、時価算定期
間内に、④で定める転換価額
の調整事由が生じた場合に
は、修正後転換価額は、本新
株予約権付社債の社債要項に
従い当社が適当と判断する値
に調整される。ただし、かか
る算出の結果、修正後転換価
額が580円を下回る場合に
は、修正後転換価額は下限転
換価額とし、修正後転換価額
が1,740円を上回る場合に
は、修正後転換価額は上限転
換価額とする。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ――― ④転換価格の調整 

当社は、本新株予約権付社債

の発行後、イ）～ハ）の各事

由により当社普通株式数に変

更を生じる場合または変更を

生ずる可能性がある場合は、

次に定める算式をもって転換

価額を調整する。 

イ）ロ）に定める時価を発行

価額または処分価額をもって

当社普通株式を新たに発行ま

たは当社の有する当社普通株

式を処分する場合 

ロ）株式分割により普通株式

を発行する場合 

ハ）ロ）に定める時価を下回

る価額をもって当社普通株式

に転換される証券もしくは転

換できる証券または当社普通

株式の交付を請求できる新株

予約権もしくは新株予約権付

社債を発行する場合 

    
    

既発行 
株式数 ＋

新発行 
・処分 
株式数 

×
１株あたり
の発行・ 
処分価額 

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×

 時    価 

既発行株式数 ＋新発行・処分 
株式数 

    ７ 資金の使途 

発行費用差引後の手取概算額

985百万円は、550百万円を本社

ショールーム建設費用、285百

万円は借入金を返済、150百万

円を青山ショールーム内装設備

費用に充当する予定である。 

８ 募集方法 

第三者割当の方法によりみずほ

証券株式会社に全額を割り当て

る。 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    第34期中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

第34期事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

 １ 現金及び預金    1,610 1,593   1,060 

 ２ 受取手形    1,481 1,088   678 

 ３ 売掛金    2,386 2,403   2,960 

 ４ たな卸資産    3,816 3,399   3,138 

 ５ 未収入金 ※３  295 364   467 

 ６ 繰延税金資産    255 330   464 

 ７ その他    164 460   185 

   貸倒引当金    △20 △19   △23 

   流動資産合計    9,991 63.1 9,621 58.6   8,932 57.6

Ⅱ 固定資産          

 (1) 有形固定資産          

  １ 建物 ※1.2  1,153 825   719 

  ２ 土地 ※２  2,435 2,708   2,708 

  ３ その他 ※１  237 251   237 

   有形固定資産合計    3,826 24.2 3,785 23.1   3,665 23.7

 (2) 無形固定資産    208 1.3 176 1.1   191 1.2

 (3) 投資その他の資産          

  １ 関係会社株式    987 1,312   1,212 

  ２ 長期貸付金    106 82   82 

  ３ 繰延税金資産    58 637   625 

  ４ その他    761 991   923 

   貸倒引当金    △106 △202   △137 

  投資その他の資産合計    1,808 11.4 2,822 17.2   2,706 17.5

  固定資産合計    5,843 36.9 6,783 41.4   6,563 42.4

  資産合計    15,835 100.0 16,404 100.0   15,496 100.0



  

    第34期中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

第34期事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

 １ 支払手形    1,930 1,742   1,981 

 ２ 買掛金    1,513 1,337   1,213 

 ３ 短期借入金 ※２  575 690   775 

 ４ １年以内返済予定 
   長期借入金 ※２  1,329 1,247   1,303 

 ５ １年以内償還予定 
   社債    92 92   92 

 ６ 未払金    457 382   380 

 ７ 未払法人税等    178 211   503 

 ８ 賞与引当金    267 250   381 

 ９ その他 ※４  304 231   327 

   流動負債合計    6,648 42.0 6,185 37.7   6,959 44.9

Ⅱ 固定負債          

 １ 社債    438 346   392 

 ２ 長期借入金 ※２  969 945   568 

 ３ 退職給付引当金    108 163   132 

 ４ 役員退職慰労引当金    － 349   341 

 ５ その他    47 58   51 

   固定負債合計    1,562 9.9 1,863 11.4   1,486 9.6

   負債合計    8,211 51.9 8,048 49.1   8,446 54.5



  

  

    第34期中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

第34期事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

Ⅰ 資本金    3,029 19.1 3,529 21.5   3,029 19.6

Ⅱ 資本剰余金          

 １ 資本準備金   1,669   2,169 1,669   

 ２ その他資本 
   剰余金   0   1 0   

   資本剰余金合計    1,670 10.5 2,171 13.2   1,670 10.8

Ⅲ 利益剰余金          

 １ 利益準備金   21   21 21   

 ２ 中間(当期)未処分 
   利益   3,000   2,692 2,415   

   利益剰余金合計    3,021 19.1 2,713 16.5   2,436 15.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    24 0.2 46 0.3   30 0.2

Ⅴ 自己株式    △121 △0.8 △104 △0.6   △117 △0.8

   資本合計    7,624 48.1 8,356 50.9   7,049 45.5

   負債・資本合計    15,835 100.0 16,404 100.0   15,496 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
第34期中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    8,778 100.0 8,253 100.0   18,848 100.0

Ⅱ 売上原価    4,904 55.9 4,597 55.7   10,822 57.4

   売上総利益    3,873 44.1 3,656 44.3   8,025 42.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    3,210 36.5 2,975 36.0   6,362 33.8

   営業利益    663 7.6 680 8.3   1,663 8.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  95 1.0 111 1.3   144 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  132 1.5 149 1.8   269 1.4

   経常利益    626 7.1 642 7.8   1,538 8.2

Ⅵ 特別利益 ※３  7 0.1 91 1.1   ― ―

Ⅶ 特別損失 ※4.5  26 0.3 38 0.5   1,783 9.5

   税引前中間純利益 
   又は当期純損失(△)    607 6.9 695 8.4   △244 △1.3

   法人税、住民税 
   及び事業税   119   173 570   

   法人税等調整額   78 197 2.2 111 284 3.4 △701 △130 △0.7

   中間純利益又は 
   当期純損失(△)    409 4.7 411 5.0   △114 △0.6

   前期繰越利益    2,590 2,281   2,590 

   中間配当額    ― ―   61 

   中間(当期) 
   未処分利益    3,000 2,692   2,415 

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目 
第34期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

   移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

    その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間会計期間末日

の市場価格等に基

づく時価法(評価

差額は全部資本直

入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定)を採用してお

ります。 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定)を採用し

ております。 

     時価のないもの 

    移動平均法による

原価法を採用して

おります。 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

  (2) 

――― 

(2) デリバティブ取引によ

り生じる債権債務 

   時価法 

(2) デリバティブ取引によ

り生じる債権債務 

   時価法 

  (3) たな卸資産 

  原材料・製品・商品 

   移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

  未成工事支出金 

   個別法による原価法

を採用しておりま

す。 

  貯蔵品 

   個別法による原価法

を採用しておりま

す。 

(3) たな卸資産 

  原材料・製品・商品 

     同左 

  

  

  未成工事支出金 

     同左 

  

  

  貯蔵品 

     同左 

  

(3) たな卸資産 

  原材料・製品・商品 

     同左 

  

  

  未成工事支出金 

     同左 

  

  

  貯蔵品 

     同左 

  

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっておりま

す。ただし、平成10年

４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備

は除く)については、

定額法によっておりま

す。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

  建物及び構築物 

５～50年 

  機械装置及び運搬具 

５～15年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 



  

項目 
第34期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

アについて、社内にお

ける利用可能期間(２

年～５年)に基づく定

額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

アについて、社内にお

ける利用可能期間(５

年)に基づく定額法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

アについて、社内にお

ける利用可能期間(２

年～５年)に基づく定

額法を採用しておりま

す。 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債

権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債

権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能

性を検討し、回収不能

見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当中間会計期間

に対応する賞与支給見

込額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当会計年度に対

応する賞与支給見込額

を計上しております。 

  (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。 

  なお、会計基準変更時

差異については、15年

による按分額を収益計

上しております。 

  また、数理計算上の差

異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(５年)による按分

額(定額法)をそれぞれ

発生の翌事業年度から

費用処理しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき当事業年度

末において発生してい

ると認められる額を計

上しております。 

  なお、会計基準変更時

差異については、15年

による按分額を収益計

上しております。 

  また、数理計算上の差

異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(５年)による按分

額(定額法)をそれぞれ

発生の翌事業年度から

費用処理しておりま

す。 



  

項目 
第34期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (4) 

――― 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、規程

に基づく当中間会計期

間末の要支給額を計上

しております。 

  (追加情報) 

   役員退職慰労引当金

は、従来支出時の費用

として処理しておりま

したが、前事業年度の

下期より規程に基づく

期末要支給額を役員退

職慰労引当金として計

上する方法に変更しま

した。 

   従って、前中間会計

期間は従来の方法によ

っており、当中間会計

期間と同一の方法を採

用した場合と比べ、前

中間会計期間の営業利

益及び経常利益が７百

万円、税引前中間純利

益が333百万円それぞ

れ多く計上されており

ます。 

  

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、規程

に基づく当事業年度末

の要支給額を計上して

おります。 

  (会計処理の変更) 

   役員退職慰労金は、

従来支出時の費用とし

て処理しておりました

が、当期より規程に基

づき期末要支給額を引

当金計上することとい

たしました。この変更

は当期において、従

来、役員規程に定める

役員退職慰労金の内容

を見直し新たに役員退

職慰労金規程を新設し

たことと、役員退職慰

労引当金の計上が会計

慣行として定着しつつ

あることに鑑み、役員

退職慰労金を役員の在

任期間にわたり費用配

分することで期間損益

の適正化及び財務体質

の健全化を図るための

ものであります。 

   この変更に伴い、当

期発生額15百万円は販

売費及び一般管理費に

計上し、過年度負担額

326百万円は特別損失

に計上しております。

この結果、従来と同一

の方法によった場合に

比べ営業利益及び経常

利益は15百万円少なく

計上され、税引前当期

純損失は341百万円多

く計上されておりま

す。 

   また、当該会計処理

の変更が下期に行われ

たのは、規程の見直し

及び新設が当下期に実

施されたためでありま

す。 

  

  



  

項目 
第34期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

         従って、当中間期は

従来の方法によってお

り、新設された規程に

基づいて当期と同一の

会計処理を行なった場

合、当中間期において

役員退職慰労引当金が

333百万円計上される

ため、変更後の方法に

よった場合に比べ営業

利益及び経常利益は7

百万円、税引前中間純

利益は333百万円それ

ぞれ多く計上されてお

ります。 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。 

同左 外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

５ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  為替予約が付された外

貨建予定取引について

は繰延ヘッジ処理を行

っており、金利スワッ

プについては全て特例

処理の要件を満たすた

め、特例処理を行って

おります。 

(1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップはすべて

特例処理の要件を満た

すため、特例処理を行

っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップはすべて

特例処理の要件を満た

すため、特例処理を行

っております。 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   ヘッジ手段 

    …為替予約及び金

利スワップ 

   ヘッジ対象 

    …外貨建予定取引

及び借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   ヘッジ手段 

    …金利スワップ 

  

   ヘッジ対象 

    …借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   ヘッジ手段 

    …金利スワップ 

  

   ヘッジ対象 

    …借入金 

  (3) ヘッジ方針 

  当社の社内規定である

「職務権限及び稟議規

程」に基づき決裁を受

け、為替変動、金利変

動リスクをヘッジして

おります。 

(3) ヘッジ方針 

  当社の社内規定である

「職務権限及び稟議規

定」に基づき決裁を受

け、金利変動リスクを

ヘッジしております。 

(3) ヘッジ方針 

  当社の社内規定である

「職務権限及び稟議規

定」に基づき決裁を受

け、金利変動リスクを

ヘッジしております。 



  

  

項目 
第34期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を

比較し、両者の変動額

等を基礎にして判断し

ております。 

  ただし、特例処理によ

っている金利スワップ

については、有効性の

評価を省略しておりま

す。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  金利スワップは特例処

理によっているため、

有効性の評価を省略し

ております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  金利スワップは特例処

理によっているため、

有効性の評価を省略し

ております。 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

(1) 消費税の会計処理 

  消費税の会計処理は税

抜方式によっておりま

す。 

(1) 消費税の会計処理 

同左 

(1) 消費税の会計処理 

同左 



  
会計処理の変更 

  

  

第34期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会平成14

年8月9日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第6号）を適

用しております。 

 これにより税引前中間純利益は26

百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。 

  

――― 



表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(中間貸借対照表) 

前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「関係会社株式」について

は、資産総額の100分の５超となったため、当中間会計

期間より区分掲記しております。 

なお、前中間期末の関係会社株式残高は668百万円であ

ります。 

―――

  

  

第34期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法) 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間期から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割

及び資本割14百万円を販売費及び一

般管理費として処理しております。 

――― (法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法) 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当期から同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び

資本割31百万円を販売費及び一般管

理費として処理しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が31百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が、31百

万円減少しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

事項 
第34期中間会計期間末 
平成16年９月30日 

第35期中間会計期間末
平成17年９月30日 

第34期事業年度末 
平成17年３月31日 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 

  

2,999百万円 3,008百万円 3,096百万円 

※２ 担保に供してい

る資産及び対応

債務 

  

担保提供資産 

建物 719百万円

土地 2,292 

計 3,011 

担保提供資産 

建物 467百万円

土地 1,785 

計 2,253 

担保提供資産 

建物 486百万円

土地 1,785 

計 2,271 

  対応債務 

短期 
借入金 

500百万円

１年以内 
返済予定 
長期借入
金 

1,159 

長期 
借入金 

819 

計 2,479 

対応債務 

短期
借入金 

670百万円

１年以内
返済予定
長期借入
金 

1,000

長期
借入金 

659

計 2,329

対応債務 

短期
借入金 

550百万円

１年以内 
返済予定 
長期借入
金 

1,175 

長期
借入金 

466 

計 2,192 

        

※３ 偶発債務 ――― ―――  手形債権流動化に伴う買

戻し義務額  203百万円 

        

※４ 消費税の取扱い 仮払消費税及び仮受消費税

は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて記載し

ております。 

同左 ――― 



(中間損益計算書関係) 

(単位：百万円) 

事項 
第34期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益の主
要項目 

  

    受取利息 3 8 7

    受取配当金 39 39 39

    賃貸収入 19 16 39

    仕入割引 7 7 16

    為替差益 ― 13 6

    

※２ 営業外費用の主
要項目 

  

    支払利息 26 21 46

    売上割引 94 97 197

    社債発行費 ― 15 ―

    新株発行費 ― 8 ―

    

※３ 特別利益の主要
項目 

  

    貸倒引当金 
    戻入益 

7 ― ―

    包括的長期為 
    替予約評価益 

― 91 ―

    

※４ 特別損失の主要
項目 

  

    家具事業構造 
    転換損失 

― ― 569

    非事業用固定 
    資産評価損 

― ― 675

    役員退職慰労 
    引当金繰入額 

― ― 326

    陳腐化棚卸 
    資産評価損 

― ― 87

    包括的長期為 
    予約評価損 

― ― 97

    固定資産 
    除売却損 

1 11 3

    役員退職 
    慰労金 

22 ― 22

    減損損失 ― 26 ―



  
(単位：百万円) 

  

事項 
第34期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 ※５ 減損損失 ――― 当中間会計期間において、
経常損益が過去数年に渡っ
て赤字となっている下記資
産グループの固定資産につ
いて、26百万円の減損損失
を計上しております。 

当社グループは、事業用資
産においては社内の管理会
計上の事業区分ごとに、ま
た、非事業用資産(賃貸資
産、遊休資産)においては
個別物件単位ごとにグルー
ピングを行なっておりま
す。 
減損損失を計上した資産グ
ループの回収可能価額は正
味売却価額(零として評価)
により測定しております。 

区分 種類 場所
減損金額
(百万円)

インテリ
ア 用 品
(家具)販
売事業用
資産 

工具器具
備品等 

東京都
江東区他 16

システム
収納家具
事業用資
産 

機械装置
等 

栃木県
佐野市他 9

――― 

    

 ６ 減価償却実施額   

    有形固定資産 98 81 213

    無形固定資産 14 22 36



(リース取引関係) 

  

事項 
第34期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 １ リース物件の所

有権が借主に移

転すると認めら

れるもの以外の

ファイナンス・

リース取引 

① リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末

残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間
期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資
産(その他) 185 112 73

無形固定資
産(ソフトウ
ェア) 

198 130 68

合計 384 243 142

① リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累

計額及び中間期末残高

相当額 

 
取得価額
相当額
(百万円

減価償却
累計額
相当額
(百万円

減損損失
累計額
相当額
(百万円)

中間
期末残高
相当額
(百万円)

有 形
固 定
資 産
( そ
の
他) 

159 117 6 34

無 形
固 定
資 産
( ソ
フ ト
ウ ェ
ア) 

152 73 - 79

合計 311 190 6 114

① リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び期末残高

相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資
産(その他) 185 130 54

無形固定資
産(ソフトウ
ェア) 

219 127 92

合計 405 258 146

  (注) なお、取得価額相当

額は、未経過リース

料中間期末残高が有

形固定資産の中間期

末残高等に占める割

合が低いため、支払

利子込み法によって

おります。 

(注)   同左 (注) なお、取得価額相当

額は、未経過リース

料期末残高が有形固

定資産の期末残高等

に占める割合が低い

ため、支払利子込み

法によっておりま

す。 

  ② 未経過リース料中間期

末残高相当額 

１年以内 58百万円

１年超 83 

計 142 

② 未経過リース料中間期

末残高相当額及びリー

ス資産減損勘定中間期

末残高 

未経過リース料中間

期末残高相当額 

１年以内 52百万円

１年超 64 

計 117 

リース資産減損勘定
中間期末残高 

3百万円

② 未経過リース料期末残

高相当額 

１年以内 60百万円

１年超 86 

計 146 

  (注) なお、未経過リース

料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等

に占める割合が低いた

め、支払利子込み法に

よっております。 

(注)同左 (注) なお、未経過リース

料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合

が低いため、支払利子

込み法によっておりま

す。 



  

  

事項 
第34期中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

第35期中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

第34期事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ③ 支払リース料及び減価

償却費相当額 

支払
リース料 

37百万円

減価償却 
費相当額 

37 

③ 支払リース料、リース

資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額

及び減損損失 

支払
リース料 

31百万円

リース資産
減損勘定の
取崩額 

3

減価償却費
相当額 

31

減損損失 6

③ 支払リース料及び減価

償却費相当額 

支払
リース料 

69百万円

減価償却 
費相当額 

69 

  ④ 減価償却費相当額の算

定方法 

  リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零と

する定額法によってお

ります。 

④ 減価償却費相当額の算

定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算

定方法 

同左 

 ２ オペレーティン
グ・リース取引 

――― 

１年以内 8百万円

１年超 12 

計 21 

――― 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ―――  当社は、平成17年５月31日開催の

取締役会において、第１回無担保転

換社債型新株予約権付社債発行を決

議しました。 

１ 発行総額 

金1,000百万円 

２ 発行価額 

額面100円につき金100円 

３ 社債の利率 

利息は付さない 

４ 払込期日 

平成17年７月６日 

５ 社債の償還方法 

（１）満期償還 

平成19年６月15日（償還期

限）に本社債額面金額の

100％で償還する。 

（２）当社の選択による繰上償還 

当社は、本新株予約権付社債

の発行後、その選択により、

本新株予約権付社債の社債権

者に対して、償還すべき日の

２週間前に通知を行った上

で、残存する本社債の全部

（一部は不可）を額面100円

につき金100円で繰上償還す

ることができる。  

（３）社債権者の選択による繰上償

還 

社債権者は、転換価額が812

円（ただし、発行要項に定め

る転換価額の調整事由が生じ

た場合には、当該金額も調整

されるものとする。）以下と 



  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ――― なった日以降は、当社に対し

て償還すべき日の２週間前に

通知を行い、かつ当社の定め

る請求書に繰上償還を請求し

ようとする社債を表示し、請

求の年月日等を記載してこれ

に記名捺印した上、繰上償還

を請求しようとする本新株予

約権付社債を添えて償還金支

払場所に提出することによ

り、その保有する本社債の全

部または一部を額面100円に

つき金100円で繰上償還する

ことを、当社に対して請求す

る権利を有する。 

    ６ 新株予約権の内容 

（１）発行する本新株予約権の総数 

20個 

（２）本新株予約権の発行価額 

無償とする。 

    （３）本新株予約権の目的である株
式の種類及び数  
本新株予約権の目的である株
式の種類は当社普通株式と
し、その行使請求により当社
が当社普通株式を新たに発行
またはこれに代えて当社の有
する当社普通株式を移転（以
下当社普通株式の発行または
移転を「交付」という。）す
る数は、行使請求に係る本社
債の発行価額の総額を転換価
額で除して得られる最大整数
（算出された当該最大整数を
以 下「交 付 株 式 数」と い
う。）とする。この場合に１
株未満の端数を生じたときは
これを切り捨て、現金による
調整は行わない。 

（４）本新株予約権の行使請求期間 
本新株予約権付社債の社債権
者は、平成17年７月７日から
平成19年６月14日までの間、
いつでも、本新株予約権の行
使を請求することができる。 

（５）本新株予約権の行使に際して
払込をなすべき額 
①本新株予約権１個の行使に際
して払込をなすべき額は、本
社債の発行価額と同額とす
る。 
②本新株予約権の行使に際して
払込をなすべき１株あたりの
額（以下「転換価額」とい
う。）は、当初1,160円とす
る。 

  



  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― ――― ③転換価額の修正 

本新株予約権付社債の発行

後、平成17年７月22日を初

回とする毎月第４金曜日の

翌取引日以降、転換価額

は、決定日まで（当日を含

む。）の５連続取引日の株

式会社大阪証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示

を含む。）の平均値の90％

に相当する金額に修正され

る。なお、時価算定期間内

に、④で定める転換価額の

調整事由が生じた場合に

は、修正後転換価額は、本

新株予約権付社債の社債要

項に従い当社が適当と判断

する値に調整される。ただ

し、かかる算出の結果、修

正後転換価額が580円を下回

る場合には、修正後転換価

額は下限転換価額とし、修

正後転換価額が1,740円を上

回る場合には、修正後転換

価額は上限転換価額とす

る。 

④転換価格の調整 

当社は、本新株予約権付社債

の発行後、イ）～ハ）の各事

由により当社普通株式数に変

更を生じる場合または変更を

生ずる可能性がある場合は、

次に定める算式をもって転換

価額を調整する。 

イ）ロ）に定める時価を発行

価額または処分価額をもって

当社普通株式を新たに発行ま

たは当社の有する当社普通株

式を処分する場合 

ロ）株式分割により普通株式

を発行する場合 

ハ）ロ）に定める時価を下回

る価額をもって当社普通株式

に転換される証券もしくは転

換できる証券または当社普通

株式の交付を請求できる新株

予約権もしくは新株予約権付

社債を発行する場合 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  
    

既発行 
株式数 ＋

新発行 
・処分 
株式数 

×
１株あたり
の発行・ 
処分価額 

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×

 時    価 

既発行株式数 ＋新発行・処分 
株式数 

  ７ 資金の使途 

発行費用差引後の手取概算額

985百万円は、550百万円を本社

ショールーム建設費用、285百

万円は借入金を返済、150百万

円を青山ショールーム内装設備

費用に充当する予定である。 

８ 募集方法 

第三者割当の方法によりみずほ

証券株式会社に全額を割り当て

る。 



(2) 【その他】 

第35期(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)中間配当については、平成17年10月27日開催の取締役会に

おいて、平成17年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。 

  

  

① 中間配当による配当金の総額 131百万円

② １株当たりの中間配当金 10円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成17年12月６日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第34期) 

自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

  
平成17年６月30日 
近畿財務局長に提出。 

            
(2) 
  

臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第12号の規程に基づく
もの(提出会社及び連結会社の財政状
態及び経営成績に著しい影響を与え
る事象) 

  
平成17年４月27日 
近畿財務局長に提出。 

            
(3) 
  

有価証券報告書の 
訂正報告書 

事業年度 
(第30期) 

自 平成12年４月１日
至 平成13年３月31日

  
平成17年５月27日 
近畿財務局長に提出。 

            
  
  

  
事業年度 
(第31期) 

自 平成13年４月１日
至 平成14年３月31日

  
平成17年５月27日 
近畿財務局長に提出。 

            
  
  

  
事業年度 
(第32期) 

自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日

  
平成17年５月27日 
近畿財務局長に提出。 

            

    
事業年度 
(第33期) 

自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日

  
平成17年５月27日 
近畿財務局長に提出。 

            
(4) 有価証券届出書 

及びその添付書類 
新株予約権付社債発行   

平成17年５月31日 
近畿財務局長に提出。 

(5) 有価証券届出書の訂
正届出書 
及びその添付書類 

新株予約権付社債発行   
平成17年６月15日 
近畿財務局長に提出。 

  
  新株予約権付社債発行   

平成17年６月15日 
近畿財務局長に提出。 

  
  新株予約権付社債発行   

平成17年６月30日 
近畿財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月17日

株式会社 遠藤照明 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社遠藤照明の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年４月１日から平

成16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社遠藤照明及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 太 陽 監 査 法 人 

代表社員 
業務執行社員 

 公認会計士  石  川  昌  司  ㊞ 

代表社員 
業務執行社員 

 公認会計士  山  田  茂  善  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月19日

株式会社 遠藤照明 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社遠藤照明の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年４月１日から平

成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社遠藤照明及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 「会計処理の変更」に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用してい

るため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

  

 太 陽 監 査 法 人 

代表社員 
業務執行社員 

 公認会計士  石  川  昌  司  ㊞ 

代表社員 
業務執行社員 

 公認会計士  山  田  茂  善  ㊞ 

  

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月17日

株式会社 遠藤照明 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社遠藤照明の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成16年４月１日から平成

16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社遠藤照明の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年４月１日

から平成16年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 太 陽 監 査 法 人 

代表社員 
業務執行社員 

 公認会計士  石  川  昌  司  ㊞ 

代表社員 
業務執行社員 

 公認会計士  山  田  茂  善  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月19日

株式会社 遠藤照明 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社遠藤照明の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から平成

17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社遠藤照明の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

「会計処理の変更」に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 太 陽 監 査 法 人 

代表社員 
業務執行社員 

 公認会計士  石  川  昌  司  ㊞ 

代表社員 
業務執行社員 

 公認会計士  山  田  茂  善  ㊞ 

  

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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